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論　説

第 1次医療法改正の政策過程

―政策学習論の視点から―

竜　　聖人

1 ．はじめに

　₂₀₁₄年 ₆ 月、いわゆる医療介護総合確保促
進法が成立した。これは、高齢者が住み慣れ
た地域で自分らしい暮らしを人生の最期まで
続けることができるよう、住まい・医療・介
護・予防・生活支援を一体的に提供する地域
包括ケアシステム構築に向けた医療法や介護
保険法の改正案を一本化したものである。そ
して、その中でも医療法改正は、第 ₆次医療
法改正とも呼ばれ、それによって、高齢者ケ
アをより在宅に近い場で行っていくための、
社会的入院解消に向けた、医療機関や地方自
治体などによる医療機関の有する病床の機能
分化・連携を促進する様々な医療供給制度改
革が実施されることになっている₁。
　こうした動きは、日本が超高齢社会を迎え
た中で医療供給制度改革の重要性が高まって
いることを表しているのであるが、その医療
法改正の画期となったのが、₁₉₈₅年のいわゆ
る第 ₁次医療法改正である。この法改正にお
ける主な条項は、以下の ₄点があげられる₂。
₁ 点目は、従来定められていなかった医療法
の目的が規定されたことである。条文におい
ては、その第一条に、「この法律は、病院、
診療所及び助産所の開設および管理に関し必
要な事項並びにこれらの施設の整備を推進す
るために必要な事項を定めること等により、
医療を提供する体制の確保を図り、もつて国

民の健康の保持に寄与することを目的とす
る。」と定められた。 ₂点目は、都道府県に
よる地域医療計画の策定が法定化されたこと
である。この点は、第二章の二として、「医
療計画」に関する規定が付け加えられた。そ
の中の第三十条の三第一項において、「都道
府県は、当該都道府県における医療を提供す
る体制の確保に関する計画を定める。」と定
められた。 ₃点目は、医療法人格の取得にあ
たって、₃名以上の医師が常勤していること
が条件であったものを ₁人でも取得できるよ
う変更する、いわゆる、一人医師医療法人制
が導入された点である。条文としては、第
三十九条第一項において、従来から「 ₃人以
上」という言葉が削られ、「病院又は医師若
しくは歯科医師が常時勤務する診療所を開設
しようとする社団又は財団は、この法律の規
定により、これを法人とすることができる。」
と改められた。 ₄点目は、医療法人への監督
強化である。例えば、第六十三条に、「都道
府県知事は、医療法人の業務若しくは会計が
法令、法令に基づく都道府県知事の処分、定
款若しくは寄付行為に違反している疑いがあ
り、又はその運営が著しく適性を欠く疑いが
あると認めるときは、当該医療法人に対し、
その業務若しくは会計の状況に報告を求め、
又は当該吏員に、その事務所に立ち入り、業
務若しくは会計の状況を検査させることがで
きる。」と定められたように、行政による法

₁　川渕（₂₀₁₄）。
₂　西岡（₂₀₀₂）。
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令違反の疑いがある医療法人に対する、立ち
入り検査が可能になった。その他、医療法人
への改善命令を法定化し、それに従わない場
合には、都道府県医療審議会の意見を聞いた
うえで業務停止命令または法人役員の解任勧
告を行うこともできるようになった。
　そもそも、医療法は、₁₉₄₈年に制定されて
以来、₁₉₅₀年と₁₉₆₂年の改正は別として、
₁₉₈₅年に至るまで大きな改正が行われてこな
かったために、その改正は注目を集めた₃。
なかでも重視されるのは、医療費抑制という
観点から、都道府県が地域医療計画を策定
し、その中で地域における病床数を規制する
ことも可能となった点である₄。これは、日
本の医療供給体制の根幹を成す、いわゆる自
由開業医制に制限を加えるという点で非常に
大きな意味を持つものであった₅。さらに、
その後、医療機関や病床の機能分化を目的
に、厚生省（厚労省）による医療機関に対す
る規制強化の意味を持つ医療法の改正が随時
行われていく足掛かりにもなったという点で
も重要な法改正であるといえるだろう。
　本稿の目的は、現在その重要性を増してい
る医療供給制度改革の ₁つのターニングポイ
ントである第 ₁次医療法改正の政策決定過程
のメカニズムを政策学習論の枠組みから分析
することにある。
　このような研究を行う理由は大きく ₂つあ
る。 ₁つめは、前述のように医療供給制度改
革の重要性が増しているにもかかわらず、政
治過程論の観点から医療供給政策を分析した
研究の蓄積が十分ではないからである。ただ
し、第 ₁次医療法改正を対象とした政治過程
論的研究は、数は多くないものの存在する。
しかし、それを対象とした研究も課題を抱え
ているため、本稿では従来の研究とは異なる

角度から、第 ₁次医療法改正の政策過程につ
いて分析を進めていく。
　 ₂つめは、多様な概念が提出されてきた政
策学習論の精緻化である。近年、アイディ
ア・言説・専門知など、それ自体が独立変数
となる認識的要因への関心が強まってきたた
め、政策学習論への関心は薄らいできた₆。
しかし、定見のない改革において、アイディ
アが生成され、定着するプロセスを観察する
うえで、政策学習論の有効性は高く、再注目
する必要がある₇。しかしながら、多様な政
策学習の概念を一定程度体系化したうえで行わ
れた実証研究は少なく、そのような観点から新
たな知見を蓄積する必要性は高いといえる。
　こうした目的のもとに、本稿では議論を進
めていくが、本論に入る前に、議論の概略を
示しておきたい。本稿の議論は以下のように
進められる。まず、医療政策に関する、政治
過程論における先行研究を検討する。その中
でも、第 ₁次医療法改正の政策過程を素材と
する先行研究を中心に検討を進めていく。そ
れを通じて、第 ₁次医療法改正の政策過程を
分析するにあたっては、①政策形成の中心的
主体を明らかにし、②₁₉₇₀年代における地域
における医療計画の発展段階を組み込んだう
えで、分析を進める必要があることを明らか
にする。
　次に、先行研究の検討を通じて明らかに
なった課題を克服することができる、政策学
習論を分析枠組みとして採用することを示
す。その理由としては、政策学習という概念
は、政策形成における中心的な政治アクター
が、学習を通じて政策アイディアを形成し、
それを実際に政策へと反映させていくという
一連の政策変容プロセスを示すものであるか
らである。また、そこで、その政策変容のプ

₃　朝日（₁₉₈₈）₁₁₄頁。島崎（₂₀₁₁）₉₆-₉₇頁。
₄　笠原（₁₉₉₉）₁₃₁-₁₃₂頁。島崎（₂₀₁₁）₉₇-₉₈頁。
₅　池上・キャンベル（₁₉₉₆）₆₁頁。
₆　秋吉（₂₀₁₂）₁ 頁。
₇　宗前（₂₀₀₉）₁₅₈頁。
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ロセスを、政策アイディアの形成局面とその
アイディアが政策に反映されていく、政策ア
イディアの反映局面の ₂つの局面に分解し、
分析を進めていくことも示す。これは、政策
学習論の関心が基本的に前者の局面に集中し
ており、そうした形をとることで、政策学習
論の精緻化に資することができるからである。
　そして、政策アイディアが形成される流れ
の中で、次の論点があることが示される。そ
れは、①社会、経済、政治環境の変化と耳目
を集める政治的事件という外生的要因によっ
て、学習が開始されること、②学習の中心的
主体として、当該政策領域を担当する官僚組
織が一般的に想定されること、③学習におい
て必要とされる知識には、科学的・理論的な
知識だけでなく、より実践的な知識も組み込
まれているということ、④政策アイディアの
発展は、政策過程の中で発展していくもので
あり、それには₁₀年もしくはそれ以上の比較
的長期な時間を必要とすること、の ₄点であ
る。
　さらに、上記のような分析枠組みを構築し
たうえで、事例の記述を行っていく。そこで
は、まず、高度成長の終焉、疾病構造の変化、
日本型福祉社会論の登場や第二次臨時行政調
査会の設置といった社会、経済、政治環境の
変化によって、医療供給政策に変化が必要と
されるようになったことが示される。次に、
以下のような段階を踏んで第 ₁次医療法改正
の政策過程が進行したことが示される。ま
ず、政治的事件①の発生である。₁₉₇₁年の医
師会による保険医総辞退という政治的事件の
発生を通じて、厚生省による都道府県を単位
とした地域医療計画策定の議論が表出するこ
ととなったのである。次に、政策アイディア
の発展①の段階である。保険医総辞退を機
に、厚生省医務局と公衆衛生局が共同し、予

防やリハビリといった保健サービスや医療施
設の計画的、体系的な整備を行っていくため
の「地域保健医療計画」の策定を都道府県に
要請する。そして、政治的事件②と政策アイ
ディアの発展②の段階である。₁₉₈₀年に発覚
した富士見産婦人科事件という耳目を集める
事件によって、医療機関への行政による監督
強化の声が強まる中で、それを機会と捉えた
厚生省は、都道府県による地域医療計画の法
定化、さらに、勧告という形ではあるものの、
必要病床数の規定といった踏み込んだ規制を
行っていく姿勢を示した。そして、最終的に、
そのような内容を盛り込んだ第 ₁次医療法改
正案は₁₉₈₅年に国会で成立した。
　最後に、政策学習論の枠組みのもと、第 ₁
次医療法改正の政策過程を政策アイディアの
形成局面とその反映局面に分解したうえで分
析する。政策アイディアの形成局面に関して
は、上記の ₄つの論点から分析する。そして、
政策アイディアの反映局面については、その
政策過程が、政策遺制、政策決定の場、拒否
点構造の ₃つの制度的要因によって制約され
ていたことを示す。

2 ．先行研究の検討

　医療保障政策は、医療保険政策と医療供給
政策の ₂つの柱からなり₈、さらに、高齢化
が進むにつれて医療供給制度改革の重要性が
増しているにもかかわらず、政治過程論にお
ける医療供給政策に関する研究は、十分な蓄
積を積んできたとはいえない。政治過程論に
おける医療保障政策に関する研究は、多元主
義論の観点から₁₉₈₀年代以降の医療保険制度
改革における個別の政策決定過程を研究する
もの₉に集中してきた₁₀。また、最近では、
歴史的制度論の観点から医療保険制度の変化

₈　藤田（₁₉₉₅）₁ 頁。広井（₁₉₉₈）₁₀₃頁。
₉　早川（₁₉₉₁）、大嶽（₁₉₉₄）、Campbell（₁₉₉₂＝₁₉₉₅）などの研究をあげることができる。
₁₀　西岡（₂₀₀₃）。
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のパターンやタイミングを明らかにする研
究 ₁₁が表れてきているものの、そうした研究
も、その関心が医療保険政策に向けられてい
るという点で課題を残している。
　とはいえ、そのような状況にあっても、医
療供給制度改革をも対象とした先行研究も近年
登場してきた。しかしながら、それらの研究も
課題を抱えている。ここでは、医療供給政策に
関する先行研究について検討していきたい。
　まず、医療保険制度改革だけでなく、医療
供給制度も対象とした研究として、藤田
（₁₉₉₅）をあげることができる。彼女は、前
述のような先行研究の動向を批判し、昭和₅₀
年代以降の医療保険・供給政策の展開につい
て、行政の「統制」手法の変化に焦点を当て、
分析を行う。そして、そこでは、昭和₅₀年代
の医療政策の中心は医療保険制度改革によ
る、「費用管理」の諸政策であったが、それ
だけでなく、高齢社会に対応するための医療
供給制度改革による「供給管理」の政策が必
要となり、昭和₅₀年代半ば以降、そうした政
策が実施されたと指摘される。さらに、「供
給管理」の政策には、医療需要の抑制を目指
し、費用管理の政策とも表裏一体をなす「需
要管理」の政策と供給体制そのものに関わる
「狭義の供給管理」の政策に分類され、昭和
₆₀年代以降は、「需要管理」以上に「狭義の
供給管理」政策が重点を占めるようになった
という時系列的な流れも指摘される。
　また、次の指摘もなされる。すなわち、政
策を構成する資源として、従来、厚生省は、
医療金融公庫や医師優遇税制、診療報酬の引
き上げによる政策誘導など「資金」を通じた
統制を重視してきた。しかし、昭和₅₀年代以
降、その重要性が相対的に低くなり、厚生省
の PRや医療機関に対する広告規制の緩和な
どといった「情報」、都道府県医療計画の導
入や医療関連サービス産業に対する許認可権
限の増大などを通じた「権威」の重要性が高

まった。さらに、そうした政策の変化の中で、
地方自治体という「組織」の役割が大きく
なっているとも指摘される。
　この研究は、医療保険政策だけでなく、医
療供給政策にまで対象を広げ、幅広く医療政
策の動向を説明しており、昭和₅₀年代以降の
医療行政の全体的な動きを把握するのには非
常に参考となる。しかしながら、統制手法の
変化のあり方を明らかにすることを目的とし
ている研究の特性上、なぜ医療政策がそのよ
うに変化したのかという要因に対する考察は
十分なものとなっているとは言い難い。
　次に、中島（₂₀₀₁）は、①₁₉₆₂年の医療法
改正による「公的病床規制」、②₁₉₇₂年の「医
療基本法案」の廃案とその後の「実験的事業
としての地域医療計画策定」、③₁₉₈₅年の医
療法改正（第 ₁次医療法改正）による「地域
医療計画と民間病床規制の導入」の ₃つの
ケースを比較分析している。ここで特に重視
されるのが、従来、行政官としての能力を十
分有していなかった厚生省の医系技官が、
₁₉₇₀年代に入る頃に、行政官としての政策形
成能力を付けたことと、医師という専門職の
側面ももつ彼らが自らの所属する官僚組織以
上に専門職社会を優先し、自律性と倫理基準
を共有する技官と医師会からなる政策コミュ
ニティが形成されたということである。こう
した要因により、彼は、医療基本法案廃案後
の地域医療計画策定やその後の法制化が可能
になったと指摘する。
　この研究は、戦後から₁₉₈₀年代までの医療
供給政策の長期的な政策内容の変容やそれに
つながる医療政策に関わるアクター間関係の
変容を理解するのには有益である。しかしな
がら、特に本稿の対象とする医療基本法案の
廃案から第 ₁次医療法改正に至る政策過程を
眺めると、そもそも、その決定は医師会の利
益の根幹を成す自由開業医制に制限をかける
ものであり、そして、臨調路線での福祉見直

₁₁　北山（₂₀₁₁）、砂原（₂₀₁₁）があげられる。
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しという潮流のもと、政治情勢が医師会に
とって不利な方向へと進む中で、既存の地域
保健医療計画が医療費抑制の意義を帯びてい
きながら、様々なアクターの利益に基づいた
妥協のうえになされたものである。そういっ
た経緯を考慮すると、両者が価値基準までを
も共有した存在であり、それを前提として第
₁次医療法改正が可能となったというのは強
すぎる主張であるように思われる。
　そして、西岡（₂₀₀₁・₂₀₀₂）は、Kingdon
（₁₉₉₅）の政策の窓モデルを分析の枠組みに
おき、₁₉₇₂年の医療基本法案が廃案となる政
策過程と₁₉₈₅年の第 ₁次医療法改正の政策過
程を、前者が廃案となり、後者が成立した点
について、比較の視点を若干取り入れつつ
も、基本的には個別に分析を行っている。そ
こでは、地域における医療の計画的整備に関
して、厚生省、医師会、社会党がそれぞれ政
策案を有しており、その政策案が₁₉₇₀年代か
ら₁₉₈₀年代にかけて発展していたことが重要
視される。そうした中で、臨調による行政改
革路線が確定したことや医師会や社会党の対
応が₁₉₈₀年代に「現実主義化」したため、問
題の流れ、政策の流れ、政治の流れが合流し
たことから、医療基本法案とは異なり、第 ₁
次医療法改正は成立したとする。
　ただし、この研究は、①アプローチの特性
上、その政策過程において中心的な役割を
担った主体が明らかでないということ、②第
₁次医療法改正に至る流れを遡れば、医療基
本法案の廃案もその重要な足掛かりなのであ
り、密接に関係していることから、それぞれ
を個別の政策過程として取り扱っている点に
問題を抱えている。

　以上のような先行研究を検討し、みえてく
るのは、第 ₁次医療法改正の政策過程におけ
る政策形成の中心的主体を明らかにし、医療
基本法案の廃止に表れるような、第 ₁次医療
法改正につながる₁₉₇₀年代の地域医療計画の
発展段階を組み込んだうえで、その政策決定
を可能にした要因を分析することにあるとい
えるだろう。

3 ．分析枠組み

　上記のような先行研究の課題を乗り越えて
いくために、本稿では政策学習論に着目す
る。この概念は、政治アクターによる学習を
通じて、政策アイディアがどのように形成さ
れ、定着していくのかという政策変容のメカ
ニズムを分析する概念である。また、政策学
習論には、「社会的学習」₁₂、「政策志向学
習」 ₁₃、「教訓抽出学習」₁₄、「政府学習」₁₅といっ
た形で、多様な概念が提示されてきたという
特徴もある₁₆。
　本稿においては、それらの概念は必ずしも
対立するものではなく、補完関係にあると捉
えることができることを指摘したうえで₁₇、
分析枠組みの構築に入っていきたい。
　なお、本稿においては、政策変容のプロセ
スを分析するにあたって、そのプロセスを、
学習を通じて政策アイディアが形成される局
面と、そのアイディアが政策へと反映される
局面の ₂つの局面に分解し、分析を進めてい
く。なぜなら、政策学習論の関心が基本的に
前者の局面を解明することに向けられてきた
ために、後者の局面に対する知見には十分な
蓄積がみられず₁₈、このような形で研究を進

₁₂　Heclo (₁₉₇₄). Hall (₁₉₉₃). 
₁₃　Sabatier and Jenkins-Smith (₁₉₉₃). 
₁₄　Rose (₁₉₉₁・₁₉₉₃). 
₁₅　Etheredge and Short (₁₉₈₃). 
₁₆　平松（₂₀₀₂）。秋吉（₂₀₁₂）。
₁₇　秋吉（₂₀₀₇）₅₅頁。
₁₈　秋吉（₂₀₁₂）₁₀頁。
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めることで、政策学習論の精緻化に資するこ
とができるからである。

3. 1 政策アイディアの形成局面
　政策学習によるアイディアの形成局面にお
ける流れとその中での論点としては、①学習
が開始される要因、②学習の中心的主体、③
学習の対象となる知識の性質、④政策アイ
ディアの発展をあげることができる。
　 ₁点目について、学習が開始されるのは、
基本的に外生的な要因によっている。具体的
には、①社会経済状況の変化、②選挙による
政権交代などの政治状況の変化、③耳目を集
める政治的事件の発生があげられる₁₉。そし
て、こうした政策環境の変化によって、学習
の中心的主体となるアクターが、政策の不確
実性の高まりとその対応のための新たな政策
アイディア形成の必要性を認識し、政策変容
を目指すことになる₂₀。
　そして、その学習の中心的主体として、政
策学習論の中で一般的に想定されているの
は、当該政策領域を担当する官僚組織などの
政策担当者である。ただし、政策学習論にお
いては、官僚のみで新たな政策アイディアが
形成されるとは限らず、イシューネットワー
ク、認識共同体、唱道連合といった概念で示
されるような信念や価値基準を共有する専門
家が専門知識を提供し、官僚とともに学習に
おける中心的役割を担い、多様な利害関係者
を巻き込みながら、政策変容を実施していく
ことを重視する点も特徴の ₁つである₂₁。
　また、中心的主体となるアクターが学習を

進めるには何らかの知識を吸収する必要があ
る。アイディアに着目した政治過程論的な研
究において、その知識としては、科学的・理
論的知識が一般的に想定されている。しかし
ながら、政策学習論では、実践的な知識も学
習の対象であり、その性質はより幅広く想定
されている₂₂。
　加えて、そうした知識を基に形成される政
策アイディアは政策過程の中で発展してい
く。政策学習のプロセスが、比較的長期にわ
たる変化であると示されるように₂₃、政策ア
イディアは₁₀年もしくはそれ以上の時間をか
けて発展する₂₄。さらに、その発展の過程の
₁つとして、学習の中心的主体が、前述の耳
目を集める事件をその発展の機会として捉
え、政策アイディアを発展させていくという
過程の存在が指摘されている₂₅。

3. 2 政策アイディアの反映局面
　政策学習論では政策アイディア形成のプロ
セスに関心が集中し、そのアイディアが政策
へと反映される局面についての十分な蓄積が
なされてこなかった。それに対し、一定の知
見を提示しているのが社会的学習論である。
そこでは、アイディアが政策へ反映されてい
く中で、政策決定過程における制度に制約を
受けるということが指摘される₂₆。けれども、
その制度的要因の指す概念として何が用いら
れるかは、それぞれの論考によって異なる。
本稿では、この点について、歴史的制度論に
よって指摘される「政策遺制」、「政策決定の
場」、「拒否点構造」の ₃点をとりあげていく。

₁₉　Heclo (₁₉₇₄). Hall (₁₉₉₃). Sabatier and Jenkins-Smith (₁₉₉₃). Rose (₁₉₉₁・₁₉₉₃). Kingdon (₁₉₉₅). Busenberg 
(₂₀₀₁). 

₂₀　Rose (₁₉₉₁・₁₉₉₃). 
₂₁　Heclo (₁₉₇₄). Hall (₁₉₉₃). Sabatier and Jenkins-Smith (₁₉₉₃). Rose (₁₉₉₁・₁₉₉₃). 
₂₂　Heclo (₁₉₇₄). Hall (₁₉₉₃). Rose (₁₉₉₁・₁₉₉₃). 
₂₃　Heclo (₁₉₇₄). Sabatier and Jenkins-Smith (₁₉₉₃). 
₂₄　Sabatier and Jenkins-Smith (₁₉₉₃). 
₂₅　Busenberg (₂₀₀₁). 
₂₆　Heclo (₁₉₇₄). Hall (₁₉₉₃). Greener (₂₀₀₁). Oliver and Pemberton (₂₀₀₄). Béland (₂₀₀₆). 秋吉（₂₀₁₂）₁₀頁。
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　まず、政策遺制とは、過去のある時点に誕
生した政策がその後の政策の方向性を規定す
る傾向があることを意味する概念である。そ
れは、制度によりその受益者が組織化・社会
勢力化することや能力・時間といった制約に
より政策決定の標準作業手続きが制度化され
ることで、政策変容が制限されるために起こ
る。
　次に、政策決定の場とは、当該政策におけ
るその形成および決定が行われる「場」のこ
とを指す。それによって、学習の主体となる
アクターがどのような形で政策決定に関与で
きるかが決まり、政策変容がどの程度、促
進・抑制されるかが規定される₂₇。
　最後に、拒否点構造とは、政治制度の中に
既得権益をもつ集団の影響力行使を可能にす
る機会構造が存在するかどうかを指し、その
集団の影響力は、どれだけ政策変化を阻む拒
否点が存在しているかに左右される₂₈。また、
経済学的見地から拒否点を有するアクターを
「拒否権プレイヤー」という概念で捉え直し
た Tsebelis（₂₀₀₂＝₂₀₀₉）によれば、政策変
容は、①拒否権プレイヤーの数、②拒否権プ
レイヤー内部の結束の程度、③拒否権プレイ
ヤー間の政治的距離によって規定される。つ
まり、政策変容は、拒否権プレイヤー内部の
状況やその間の関係性によっても規定される
のである。

4 ．1970年代から1980年代における
経済、社会、政治状況の変化

4. 1 高度成長の終焉・疾病構造の変化・
医療供給体制に対する批判

　本稿が対象とする₁₉₇₀年代から₁₉₈₀年代に
かけて、医療供給政策の変化に影響を与えた

経済、社会、政治状況の変化として以下の点
を指摘できるだろう。
　まず、高度経済成長の終焉である。₁₉₇₃年
が福祉元年とも呼ばれるように、その年、日
本の社会保障制度は、大きな発展を遂げた。
その中で医療保障制度も、老人医療費無料
化、健康保険の被扶養者への給付率引き上
げ、高額療養制度の創設という形で拡充され
た。しかし、高度経済成長の終焉が、そうし
た社会保障制度の拡充に影を落とす。その
きっかけは、₁₉₇₃年の第 ₁次石油危機であっ
た。それに加えて、田中角栄内閣の積極財政、
通貨管理の不手際が重なり、狂乱物価が巻き
起こった。それに対し財界の要請から大蔵相
に就任した福田赳夫が総需要抑制に乗り出
し、₁₉₇₄年に日本経済はマイナス成長を記録
し、高度成長は終焉を迎える₂₉。
　また、栄養状態の改善や生活水準の向上、
戦後整備された医療保障制度、医学の進歩な
どによる日本人の人口構成、疾病構造の変化
も医療保障制度の変化を促した。日本の高齢
化率は、₁₉₅₅年以降上昇傾向をみせ、₁₉₇₀年
には高齢化率が ₇％を超えて高齢化社会を迎
えた。それに伴い、病気の主流が結核などの
感染症をはじめとする急性期疾患から、が
ん、心臓病、脳血管障害などの慢性期疾患へ
と変化した₃₀。
　そして、こうした状況は、医療の概念の変
化も引き起こした。慢性期疾患へと疾病の中
心が移る中で、疾病予防やリハビリテーショ
ンの重要性が高まった。そのため、疾病に対
する治療のみならず、それらを内包した、「包
括医療」と呼ばれるものへと医療が変化する
よう要請されていった。
　また、そうした状況の変化を根底に医療供
給体制に対する批判も高まっていった。日本

₂₇　秋吉（₂₀₁₂）₁₀頁。
₂₈　Immergut (₁₉₉₀). 
₂₉　新川（₂₀₀₅）₉₆-₉₈頁。
₃₀　笠原（₁₉₉₉）₁₀₆頁。藤田（₁₉₉₅）₆ 頁。
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の医療機関は、第二次世界大戦で大きな打撃
を受けたが、戦後の経済的復興、₁₉₆₁年の国
民皆保険の達成、高度成長と医療保障を拡充
する経済的、財政的条件は整っていった。そ
うした中急増していった医療需要は、公的医
療機関ではなく、民間医療機関の急成長に
よってカバーされた。これは、日本の医療供
給体制の根幹が自由開業医制によって成り
立っていたことの延長にあるのだが、さら
に、戦後、医療法人に対する税制上の優遇、
医療機関への低利融資、公的病院の病床規制
など、政府が民間医療機関を利する政策を実
施してきた結果でもあった。しかし、₁₉₇₀年
代に医療の量的拡大という課題が解決される
中で、むしろ、それによって、医療機関の地
域偏在が著しいものとなっていることや欧米
の医療機関と異なり日本の医療機関は病院と
診療所間の機能分化や様々な病院間での連携
が十分になされていないといった批判がなさ
れるようになる ₃₁。

4. 2 日本型福祉社会論と第二臨調の設置
　₁₉₇₀年代後半以降の社会保障政策は、「日
本型福祉社会論」という言説に方向づけられ
た。この言葉は、村上泰亮らの共著、『生涯
設計計画――日本型福祉社会のビジョン』の
中で使用された言葉であり、日本が北欧型の
福祉国家の道を歩むことに疑問を呈し、企
業、地域、家族での相互扶助を軸にした日本
型社会システムを再評価するものであっ
た ₃₂。そして、それ以降、₁₉₇₅年の『文芸春秋』
₂月号に掲載された「日本の自殺」をはじめ、
保守系知識人による西欧型福祉国家へのイデ
オロギー的批判が表れていくのである₃₃。こ
うした批判は、財界指導者達にも受け入れら

れ、彼らは、福祉国家の見直し、民営化など
の「小さい政府」実現に対する主張を強めて
いった₃₄。
　一方、石油危機による経済低迷の中で大幅
な歳入不足となったことから、政府は₁₉₇₅年
に₁₀年ぶりの特例赤字国債を発行した。そし
て、それ以降、政府会計上の国債依存率は高
まり続け、財政再建の必要性が高まる。それ
に対し、当初、大蔵省や自民党首脳は、一般
消費税の導入などの増税を通じて対処しよう
とした。そして、₁₉₇₈年末に首相に就任した
大平正芳も一般消費税の導入を訴えた。しか
し、翌年₁₁月の総選挙での自民党の敗北によ
り、歳出削減による財政再建へと政府首脳や
大蔵省は方針転換することを余儀なくされ
た ₃₅。こうした状況下で、₁₉₈₀年の衆参同日
選挙中の大平首相の急死により鈴木善幸が首
相に就任し、「増税なき財政再建」をスロー
ガンに掲げた。翌年には行政管理庁長官の中
曽根康弘のイニシアティブで第二臨時行政調
査会が設置され、その主要メンバーに選ばれ
たのは、財界指導者や経済学者ら、自由主義
に信頼を置く人々であった。こうした状況の
中で、臨調による行政改革路線下での福祉見
直しが進められていくこととなるのである。

5 ．保険医総辞退と医療基本法案の
廃案（政治的事件①）

　本節以降は、第 ₁次医療改正の政策過程に
ついて、時系列的に記述していく。ここでは、
地域医療計画に関する議論が表出することと
なった、保険医総辞退と医療基本法案の廃案
の過程について記述する。
　₁₉₇₁年 ₂ 月₁₈日に圓城寺次郎中央社会保険

₃₁　菅谷（₁₉₈₁）₁₉₅-₂₀₂頁。笠原（₁₉₉₉）₁₂₆-₁₂₉頁。
₃₂　宮本（₂₀₀₈）。
₃₃　グループ一九八四年（₁₉₇₆）。香山（₁₉₇₈）。
₃₄　大嶽（₁₉₉₄）₈₀頁。
₃₅　大嶽（₁₉₉₄）₇₀-₇₁頁。
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医療協議会（中医協）会長が審議のたたき台
として提出した「審議用メモ」をきっかけに
保険医総辞退が起きた。この審議用メモと
は、当時、日本医師会が中央社会保険医療協
議会において、診療報酬が物価上昇に追いつ
いていないとし、その物価スライド制を要求
する一方で、公益委員が診療報酬適正化のた
めの論点を整理し、中医協に提出したもので
ある。このメモでは、診療報酬における包括
払いや逓減制の導入、薬剤費の削減が示唆さ
れていた。これに、武見太郎医師会会長は強
烈な反対姿勢を示し、医師会はその撤回を求
め、中医協から委員を引き上げた₃₆。さらに、
₃月 ₄日には、医師会は、都道府県医師会に
対し、「厚生行政に対する包括的抵抗体制の
確立について」を通知し、医師大会の開催、
一斉休診及び保険医総辞退の体制の整備につ
いて指示を行った₃₇。その後、医師会は、メ
モと健康保険法改正を抱き合わせての撤回を
要求し、₇月からの保険医総辞退の方針を固
めた₃₈。
　これに対し、厚生省による都道府県を通じ
た地元医師会への説得、保利茂官房長官が武
見邸にまで出向いての説得などが行われた
が、実を結ばず、医師会は、予定通り ₇月 ₁
日から保険医総辞退に突入した₃₉。
　ちなみに、保険医総辞退は、それまでに ₃
度企図されたことがあったが、全てが実施直
前に政治的に収拾され、現実には選択されな
かった戦術である。戦後からこの時期までの
医師会の政治活動は、医薬分業、診療報酬、
健康保険法改正、国民健康保険法改正といっ
た問題に対してなされた。そして、その活動
は、①中医協、②医師議員や医系議員を媒介

とした自民党社会部会、③自民党幹部との折
衝といった場を通じてなされていたが、保険
医総辞退は、そうした通常のコースが有効性
を発揮しなかった際に企図されたものであっ
た₄₀。
　 ₇月 ₅日の内閣改造を受けて厚生大臣に
は、内田常雄に代わり、₂度目の厚相就任と
なる斉藤昇大臣が就任した。そして、斉藤と
武見との ₃度にわたる報道関係者への公開会
談が行われた。さらに、₂₈日には佐藤栄作首
相も交えた ₃者会談までもが実施された。こ
の会談で、₄項目 ₈細目に渡る合意事項が取
り決められ、それと引き換えに、₇月いっぱ
いで総辞退は収拾されることになった₄₁。
　この合意項目自体は、基本的に医師会の利
益に沿うものとなっているが、本稿の関心か
ら注目したいのは、その合意項目の ₃点目
に、「国民の健康管理及び医療の供給体制を
計画的に実施しうる医療基本法のような法律
の制定を考慮する」₄₂という文言があること
である。
　この会談の後、厚生省は、₁₉₇₂年 ₁ 月に医
療基本法要綱（事務局試案）を自民党医療基
本問題調査会に提出した。その試案は、包括
医療の必要性や疾病構造の変化への対応など
を政策の基本方針においたうえで、第 ₁章か
ら第 ₆章までの構成となっていた。特に ₃章
において、「国民医療基本計画及び国民医療
審議会等」という項目が設けられている。そ
の内容としては主に、①国が国民医療基本計
画を策定すること、②それに基づき都道府県
知事が都道府県医療計画を策定すること、③
知事が当該地域内の市町村長や医療関係団体
の意見を聞いて医師やその他の学識経験者な

₃₆　吉原・和田（₂₀₀₈）₂₅₆-₂₅₈頁。
₃₇　厚生省保険局国民健康保険課・国民健康保険中央会編（₁₉₇₉）₁₁₉頁。
₃₈　吉原・和田（₂₀₀₈）₂₃₈頁。
₃₉　厚生省保険局国民健康保険課・国民健康保険中央会編（₁₉₇₉）₁₁₉頁。吉原・和田（₂₀₀₈）₂₃₈頁。
₄₀　田口（₁₉₆₉）₁₈₃-₁₉₆頁。池上・キャンベル（₁₉₉₆）₂₀-₂₈頁。
₄₁　厚生省保険局国民健康保険課・国民健康保険中央会編（₁₉₇₉）₁₂₀-₁₂₁頁。吉原・和田（₂₀₀₈）₂₅₉頁。
₄₂　厚生省保険局国民健康保険課・国民健康保険中央会編（₁₉₇₉）₁₂₀-₁₂₁頁。吉原・和田（₂₀₀₈）₂₅₉頁。
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どから任命する地域医療協議会を設置するこ
となどが示された₄₃。
　この案に対して、医師会は、医療基本法案
の必要性は認めるものの、医療における基本
的人権や生命の尊重が謳われていないなどと
批判し、厚生省への再検討を申し入れること
とした₄₄。そして、その他の各関係団体から
の反対も強く₄₅、事務局私案には修正が加え
られていった。最終的に、特に医師会の主張
を受け入れる形で、この事務局案は ₄度の修
正を加えられた₄₆。その後、社会保障制度審
議会、自民党総務会の了承を得て、₅月₂₆日
に国会に提出された。
　一方で、この医療基本法案提出に先立ち、
₄月から保険医総辞退収拾の際の合意事項の
₁つでもあった健康保険法改正の国会審議が
行われていた。この改正案の審議は、保険料
率引き上げなどが審議されていたために与野
党の意見が対立し、衆議院は何とか通過した
ものの、参議院では調整がつかなかった。そ
のため、社会・公明・民社の ₃党は ₅月₁₅日
に、公費負担や公共医療機関の拡充を求める
医療保障基本法案を提出し、自民党に揺さぶ
りをかけた₄₇。
　加えて、この国会は、₇年 ₈か月続いた佐
藤内閣の最後の国会であり、自民党内部での
角福戦争が激化していたことに影響を受け、
国会は空転、結果的に、医療基本法案は同時
に審議されていた健保法改正案とともに審議
未了、廃案となった₄₈。

6 ．都道府県における地域保健医療
計画の策定（政策アイディアの
発展①）

6.1　地域保健医療計画策定の背景
　廃案となったものの、医療基本法案の中で
地域医療計画という文言が登場したことは、
政策の具体化を促した。当時の厚生省医務局
長滝沢正は、廃案後にもジャーナリストとの
対談₄₉や社会保険関係者に対する講演₅₀など
において、基本法にあるような地域に対する
医療計画策定の必要性を訴え続けていく。
　そもそも、こうした厚生省の動きの背景に
は、₁つに、当時、病気の主流が、感染症な
どの急性期疾患から心臓病、脳血管障害、が
んなどの慢性期疾患へと移っていたことが
あった。これにより、₁₉₇₀年代初めごろから、
保健と医療を総合した「包括医療」という考
えが広まり始めた。それは、疾病の治療のみ
ならず、健康増進、疾病予防、リハビリテー
ションも含めたものへと医療の概念を広げた
ものであり、さらに、それらが一貫した有機
的体系のもとに行われる必要があると考えら
れるようになった。そうした中で、厚生省も
包括医療の必要性を認識し始めていく₅₁。
　 ₂つめは以下である。戦後の民間病院の急
成長により、人口に対する医療機関数や病床
数が₁₉₇₀年代には欧米諸国の水準と遜色ない
ものとなったが₅₂、医療機関の地域的偏在や
欧米諸国のように病院と診療所、病院相互間
の機能分化が十分になされていないことが問

₄₃　『公衆衛生』₃₆巻 ₄ 号（₁₉₇₂年 ₄ 月）₄₃-₄₄頁。
₄₄　『日本医事新報』₂₄₉₅号（₁₉₇₂年 ₂ 月₁₉日）₉₅頁。
₄₅　『日本医事新報』₂₄₉₈号（₁₉₇₂年 ₃ 月₁₁日）₁₀₂頁。
₄₆　河野（₂₀₀₆）₆₉-₇₁頁。
₄₇　『社会保険旬報』₁₀₄₃号（₁₉₇₂年 ₆ 月₁₁日）₃₁-₃₅頁。
₄₈　有岡（₁₉₉₇）₃₀₅-₃₀₆頁。
₄₉　『社会保険旬報』₁₀₅₁・₁₀₅₂合併号（₁₉₇₂年 ₉ 月₁₁日）₁₃-₁₉頁。
₅₀　『社会保険旬報』₁₀₆₀号（₁₉₇₂年₁₂月 ₁ 日）₈-₁₂頁。
₅₁　厚生省大臣官房企画室編（₁₉₇₀）。厚生省編（₁₉₇₄）₁₅₂頁。
₅₂　厚生省大臣官房企画室編（₁₉₇₀）。厚生省保険局企画課（₁₉₇₉）₁-₂₉頁。
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題と捉えられるようになった₅₃。これは、自
由開業医制のもと、戦後、₁₉₆₁年の国民皆保
険成立も手伝い医療需要が急増し、民間病院
が急成長を遂げたことから顕在化したもので
あった₅₄。
　そして、厚生省は、これらの課題への対応
として、予防やリハビリなどの保健サービス
や医療施設を計画的、体系的に整備していく
必要性を認識し、その方向性で政策を作成し
ていくことを示していった。例えば、₁₉₇₀年
に厚生省が発表した「厚生行政の長期構想 
――生きがいのある社会をめざして」の中で
は、地域保健需要の把握、各種医療機関の間
の総合調整、地域保健計画の策定といった対
策をとる必要があるとされている₅₅。
　さらに、それと並行して、厚生省は包括医
療の観点から問題を捉え、保健サービスに関
して、地域圏を設定し、提供するという方向
性で政策の検討に入ってもいた。₁₉₇₀年₁₁月
に公衆衛生局は「保健所問題懇談会」を設置
し、そこから₁₉₇₂年 ₇ 月に「基調報告書」が
提出された。そこでは、①市町村の区域を想
定した地区レベル、②農山漁村・都市・工業
地帯のような地域の特性を考慮し数市町村を
合わせた村域レベル、③多くは県域を想定す
る広域地域レベルからなる圏域を設定したう
えで、保健サービスを展開することが構想さ
れていた₅₆。
　加えて、公衆衛生局がこうした政策の検討
に入っていたのは、感染症対策を主要な役割
をとした保健所を所管する組織であったため
に、疾病構造が変化する中でその役割を減じ

ていたことから、それを復調させたいという
理由もあった₅₇。
　こうした状況に、基本法案での医療計画策
定の動きが起こったことで、₁₉₇₃年には医務
局と公衆衛生局は、「地域保健医療計画策定
員会」を設け、保健サービスと福祉サービス、
さらに医療サービスを一体で住民に届けるた
めの地域圏設定におけるモデル化を進めて
いった。そこで特に問題となったのは、委員
会が設定することを決めた一次圏域、二次圏
域、三次圏域のうちの二次圏域の範囲につい
てであった（一次は市区町村域、三次は都道
府県域を想定した）。それは、保健・福祉サー
ビスが行政区を単位に提供されている一方
で、医療サービス圏は行政区域とはほぼ無関
係に成立していたからである。そのため、両
者の関係を検討するため、岩手・新潟・埼
玉・和歌山・島根の ₅県をモデル県に二次医
療圏の策定のモデル化が進められることと
なった₅₈。
　そして、同委員会は、上記のモデル県の地
域圏設定に関する報告書をまとめ、₁₉₇₄年に
は、医務局が全国の都道府県に対し地域医療
計画の策定を要請した₅₉。こうして、₁₉₇₃年
の秋田県をはじめに、都道府県における計画
の検討、策定が進んでいった。しかし、一方
で、後述のように₁₉₈₅年に医療法が改正さ
れ、都道府県による地域医療計画の策定が法
定化されるまでに、地域医療計画を策定した
都道府県は、₁₁府県に止まったのも事実であ
り、厚生省はより踏み込んだ対策が必要とも
認識することになった₆₀。

₅₃　₁₉₇₃年版の厚生白書から、「医療施設が適正に配置され、相互の有機的な連携のもとに、それぞれの
機能を十分に発揮することが必要である」という記述がなされるようになった（厚生省編 ₁₉₇₄:₁₇₅）。

₅₄　菅谷（₁₉₈₁）₁₉₆-₂₀₂頁。
₅₅　厚生省大臣官房企画室（₁₉₇₀）。倉田・林（₁₉₇₇）₂₁-₂₂頁。
₅₆　橋本（₁₉₇₅）₆₅-₇₁頁。
₅₇　小西（₁₉₇₇）₁₃-₁₅頁。
₅₈　小西（₁₉₇₇）₁₅-₁₇頁。
₅₉　『社会保険旬報』₁₁₃₂号（₁₉₇₅年 ₁ 月 ₁ 日）₅₆-₅₈頁。
₆₀　厚生省健康政策局編（₁₉₈₆）₂₄₃-₂₆₃頁。朝日（₁₉₈₈）₁₁₇-₁₁₈頁。
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6.2　関係するアクターの動向
　厚生省、特に医務局がこのような動きを示
す中で、医療供給制度改革に対し、関連する
アクターはどのような動きをみせていたのだ
ろうか。厚生省保険局、医師会、社会党につ
いて触れておきたい。
　まず、保険局は、医療費抑制の観点から、
₁₉₇₀年代中ごろから医療保険政策と医療供給
政策の連携の必要性を認識するようになって
きていた₆₁。地域医療計画に関して、₁₉₇₉年
当時、保険局審議官であった吉村仁は、医事
評論家の水野肇、佐分利輝彦医務局長との専
門誌上での座談会₆₂や医師会とのパネルディ
スカッションの場において₆₃、医療費抑制の
観点から、地域医療計画の策定を支持する趣
旨の発言をしている。こうした動きの裏に
は、石油危機以降の経済の低成長や老人医療
費無料化によって、医療保険財政が、将来的
には行き詰る、もしくは、既に行き詰まり始
めているという認識があった₆₄。
　そして、医師会に関しては、これまでの厚
生省の動きと並んで、彼らも医療基本法のよ
うな法案の制定や地域における計画的な医療
整備の必要性を主張していた。具体的な動き
としては、武見の指示により医師会が協議
し、₁₉₇₀年 ₁ 月に発表した「医療総合対策」
をみていきたい。そこでは、人口、文化、産
業、現在の医療施設の分布や保有施設、将来
の土地利用計画などの様々な観点から地域特
性を捉えて地域医療を行う必要があること、

そのうえで、ニュータウン、僻地、工業地帯
といった地域を仮定し、保健・医療整備を
行っていくという、厚生省と共通点をもつ政
策案が示されている。ただし、一方で、厚生
省の構想と異なるのは、地域保健調査会の中
心的役割を担うのは医師会とされているとい
うことである₆₅。こうした動きは、①医業経
営安定の観点から医療保険制度と医療供給体
制を包括した医療制度の確立を目指していた
こと  ₆₆や彼らの標榜するプロフェッショナ
ル・フリーダムを根底に置いたものであっ
た。さらに、医療総合対策以後にも、医師会
は地域医療検討委員会という組織を設けて、
前述の厚生省保健所問題懇談会に対して、地
域医療に対する意見を提示し続けていっ
た ₆₇。
　次に、社会党についてである。社会党が公
明党、民社党とともに₁₉₇₂年 ₅ 月に国会に提
出した、前述の医療保障基本法案を例にみて
みると、その大きな特徴は、①医療費の負担
に関して、医療のすべてを公費負担によって
給付することを目途として、公費負担の範囲
拡大と社会保障制度の改革のため必要な措置
を講じなければならないとされていたこと、
②医療供給に関しては、公的負担による医療
の給付は原則として公共医療機関によって行
い、さらに、医療機関の体系的整備にあたり、
その中心となる地域基幹病院を公共医療機関
が担うとされたことである₆₈。
　こうした社会党の医療政策の方向性を規定

₆₁　幸田ほか（₂₀₁₄）₈₉頁。
₆₂　『社会保険旬報』₁₂₇₄号（₁₉₇₈年 ₁ 月 ₁ 日）₂₃-₃₂頁。また、座談会で佐分利局長は民間病院に対する
規制を強化する意欲を示しているが、それにあたり、フランスやアメリカの民間病院に対する規制に
触れていた。これは、特にアメリカで₁₉₇₄年に制定された国家医療計画・資源開発法の中で、CON
（Certificate of Need）規制と呼ばれる、医療機関に対する資本投資規制が導入されたこと（飛田 ₂₀₁₄）
を特に念頭においたものと思われる。

₆₃　『社会保険旬報』₁₂₅₃号（₁₉₇₈年 ₆ 月 ₁ 日）₈-₁₃頁。 
₆₄　早川（₁₉₉₁）。
₆₅　日本医師会編（₁₉₇₀）₂₆₉-₃₁₅頁。
₆₆　大杉（₁₉₉₃）₆₄頁。
₆₇　『月間福祉』₅₅巻 ₈ 号（₁₉₇₂年 ₈ 月 ₆ 日）₇₀-₇₄頁。
₆₈　『社会保険旬報』₁₀₄₃号（₁₉₇₂年 ₆ 月₁₁日）₃₁-₃₅頁。
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したのは、「医療の社会化」論である。医療
の社会化論は、₁₉₁₀年代から表れた実費 /診
療運動や医療利用組合運動に由来し、その内
容の大略は、①資本主義の進展とともに開業
医の営利性が強まっている、②₁₉₂₀年代から
₁₉₃₀年代の日本の資本主義の行き詰りによ
り、開業医が営利性を強め、都市部では下層
への医療を放擲して富裕層に医療供給が集中
し、農村部では無医村化を進展させ、「医療
荒廃」を導いている、③開業医制度による広
範な医療疎外の克服には、より公共的な医療
供給による医療システムへの転換（医療の社
会化）が必要である、④₁₉₆₀年代以降の医療
問題は医療の社会化の失敗に由来するという
ものである。そして、そこから、開業医の営
利性を批判し、これを公的供給システムに
よって代替していかなければならないという
主張が生まれる  ₆₉。さらに、この医療の社会
化運動を担った主体の ₁つに自治労があり、
その影響を受け、社会党は、例えば₁₉₇₀年の
党大会にて、「医療の社会化への道」を採択
したことに表れるように、医療の社会化論を
基にした医療政策の必要性を主張してい 
く₇₀。

7 ．富士見産婦人科病院事件と第 1
次医療法の改正（事件②と政策
の発展②）

7. 1 富士見産婦人科病院事件と医療法改
正議論の高まり

　₁₉₈₀年 ₉ 月、富士見産婦人科病院事件が発
覚したことを契機に、医療法改正の議論が動
き出す。この事件は、埼玉県所沢市の富士見
産婦人科病院が、診療報酬増収を目的に乱

診・乱療を行っていたとされるものである。
そこでは不要な子宮・両卵巣の全摘出、一部
摘出を最たるものとして、様々な形で不当な
医療が行われていた。さらに、無資格者の病
院理事長が自ら診療に加わっていたことや、
その理事長が所沢市長、市議のみならず、当
時の厚生大臣斉藤邦吉をはじめ、多数の国会
議員に政治献金を行っていたことなども加わ
り、事件はマスコミに大きく取り上げられて
いった₇₁。
　さらに、富士見産婦人科病院事件に加え
て、以前から精神病患者に対する身体拘束な
ど、人権侵害とも取れる処遇を問題視されて
いた医療法人十全会病院における経営上の不
適切な問題が明るみに出たこともあって、厚
生省は医療法人に対する監督強化に向けた動
きを加速させていく。また、こうした動きを
促した背後には、医療機関の診療報酬の不正
請求が横行しているといった状況認識もあっ
た₇₂。
　そして、斉藤厚相が富士見産婦人科病院の
理事長から政治献金を受けていたことで引責
辞任した。それに代わって厚相に就任した園
田直は就任会見で、省内にプロジェクトチー
ムを設ける考えを明らかにした。このプロ
ジェクトチームは、「医療に関する国民の信
頼を回復するための検討委員会」という名称
のもと、委員長には、田中明夫医務局長をお
いた。検討項目としては、①医の倫理の高揚、
②医療関係者の資質向上、③医師法、医療法
の見直しを含む医療制度の問題、④医療監視
体制の強化の問題があげられた₇₃。
　このような形で、厚生省が医療機関に対す
る規制を強めていく姿勢を示す中で、₁₉₈₀年
₁₂月₁₉日に開かれた医療審議会に対し、厚生

₆₉　猪飼（₂₀₁₀）₁₃₄-₁₄₁頁。
₇₀　西岡（₂₀₀₁）₂₀₃-₂₀₅頁。西岡（₂₀₀₃）₁₅₅-₁₅₆頁。
₇₁　富士見産婦人科病院被害者同盟・原告団編（₂₀₁₀）。
₇₂　読売新聞社会部（₁₉₇₈）。笠原（₁₉₉₉）₁₁₀頁。吉原・和田（₂₀₀₈）₃₈₁-₃₈₂頁。
₇₃　『日本医事新報』₂₉₄₅号（₁₉₈₀年₁₀月 ₄ 日）₉₅頁。『日本医事新報』₂₉₄₆号（₁₉₈₀年₁₀月₁₁日）₁₄₂頁。
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省は、通常国会へ医療法改正案を提出し、そ
の中で、監督強化に止まらず、地域医療計画
の策定を法律に盛り込むという方向で医療審
議会に説明し、そこで検討が行われることと
なった。そして、そこで示された改正案の骨
格は、都道府県が、①地域医療協議会を設置
し、②地域医療計画の策定を責務化、③計画
策定の目標値としてのガイドラインを策定す
る、というものであった₇₄。
　さらに、医療審議会での審議が進められる
中で、田中医務局長は、₁₉₈₁年 ₁ 月₂₀日、地
域医療計画策定にあたり問題となると予想さ
れた、医療機関の過密地域における病床規制
問題について、関係者による自主的な規制が
望ましいとしながらも、「法律で出来ないま
でも勧告出来るようにしたら、と考えてお
り、今後審議会で審議してもらいたいと思っ
ている」と病床規制に対してより踏み込んだ
発言を行うようにもなっていった₇₅。
　こうした中で、医師会は、自民党の医政研
究会において医療計画は医師の手により作成
されなければならないと反対意見を示した
り ₇₆、常任理事会で医療法改正案反対を確認
したり₇₇と反対姿勢を明示していった。
　こうした中、医療審議会に対して、厚生省
は ₃月 ₂日に、大きく①都道府県地域医療計
画策定の義務化、②医療法人の監督規定の点
からなる医療法改正案の骨子を説明した。そ
の説明の中では、地域医療計画に関して、従
来病床規制の対象外であった私的病院につい
ても、医療圏の病床数が必要病床数を超える
地域で病院開設申請を行った場合、知事が
「開設等の申請内容の変更を勧告できるもの
とする」と勧告の形ではあるものの、行政に
よる指導の方途を開き、さらに、公的病院に

ついては開設許可を与えないでおくことがで
きるとされた₇₈。
　そして、厚生省は、₃月₁₁日、次のような
内容からなる医療法改正案を社会保障制度審
議会に諮問した。内容の要点としては、①都
道府県知事が都道府県医療審議会の意見を聞
いたうえで、都道府県が医療圏の設定と地域
医療計画を策定し、必要病床数、医療施設相
互間の機能連携、医療従事者の確保などにつ
いて定める、②都道府県は少なくとも ₅年ご
とに地域医療計画を再検討し、必要ならば変
更する、③都道府県知事が病床過剰地域にお
ける民間病院の開設増床について、中止及び
削減を勧告できるものとする、④医療法人の
業務や会計が法令や定款に違反し、経営が著
しく適性を欠くときは、都道府県知事は立ち
入り検査をし、必要な措置を命じ、それに従
わないときは、業務の停止または役員の解任
を命ずることができる、といったものであっ
た ₇₉。
　このように、厚生省は、富士見産婦人科病
院事件などによって要請されるようになった
医療機関に対する監督強化のみならず、それ
を機会と捉え、都道府県による地域医療計画
の策定を法定化するよう動いていったのであ
る。また、こうしたことが可能であったのは、
都道府県に対する要請に止まっていたとはい
え、厚生省が地域保健医療計画を既に実施し
ていたからであるといえるだろう。そして、
さらに、厚生省は、勧告という形式ではある
が、場合によっては必要病床数の規定などを
通じ、都道府県がさらに踏み込んだ規制を行
うこともできるような道を開こうとしたので
ある。
　そして、₄月₁₀日、社会保障制度審議会は、

₇₄　『日本医事新報』₂₉₅₈号（₁₉₈₁年 ₁ 月 ₃ 日）₁₃₁頁。
₇₅　『日本医事新報』₂₀₆₁号（₁₉₈₁年 ₁ 月₂₄日）₉₆頁。
₇₆　『日本医事新報』₂₉₆₆号（₁₉₈₁年 ₂ 月₂₈日）₉₈頁。
₇₇　『日本医事新報』₂₉₆₇号（₁₉₈₁年 ₃ 月 ₇ 日）₉₉頁。
₇₈　『日本医事新報』₂₉₆₇号（₁₉₈₁年 ₃ 月 ₇ 日）₉₉頁。
₇₉　吉原・和田（₂₀₀₈）₃₈₂頁。
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医療法改正の緊急性が必ずしも高くないこと
や国の医療に関する政策が明確さに欠けてい
るといった批判はしたものの、大筋で評価す
る趣旨の答申を園田厚相に対して行った₈₀。
　しかしながら、医師会は武見会長のもと、
これを官僚統制の強化であると強く反対し
た。さらに、医師会は、自民党にも法案提出
を断念するよう働きかけ、自民党社会部会が
法案要綱を預かる形で店ざらしされ、結局の
ところ法案は通常国会に提出されなかった₈₁。

7. 2 医療法改正案の国会提出
　以上のような状況にあって、翌年になって
も医療法改正案の国会提出は進まなかった。
自民党の社会部会が、関係団体との調整に全
く進展がみられないと指摘していたためである₈₂。
　ただし、こうした中でも、第 ₁次医療法改
正案の国会提出に向けて、周囲の政治状況は
徐々に変化していた。まずは、財政危機への
対応として、₁₉₈₁年 ₃ 月に第二臨調が設置さ
れたことである。医療法改正の柱といえる事
柄について、第二臨調は対策を打つよう、答
申や報告において促していった。例えば、
₁₉₈₁年 ₇ 月の第一次答申においては、医療保
険に対する国庫負担の削減や老人保健法の早
期成立といった様々な形での医療費抑制政策
の実施が要求されているが、その中には、乱
診乱療対策としての医療機関への指導監督の
強化も含まれていた。さらに、翌年 ₅月の第
一部会報告では、医療費抑制政策の ₁つとし

て、地域医療計画などによる医療供給体制の
体系的整備をあげている₈₃。
　加えて、この頃、医師会の結束が弱まって
いた。この時期に起きた最も象徴的な医師会
の変化は、₁₉₈₂年 ₄ 月の医師会会長選で反武
見派の花岡健而が、武見後継の亀掛川守を破
り、医師会会長に就任したことである。花岡
は、厚生省との対決に終始した武見路線から
脱却し、「対話と協調」姿勢をもって厚生行
政にあたることを表明した₈₄。
　そもそも、₁₉₈₀年の医師優遇税制の見直し
や₁₉₈₁年の診療報酬のマイナス改定にみられ
るように、武見体制の末期にはその指導力に
陰りが見え始めていた₈₅。花岡の当選はこう
した状況に対する反動であった。
　こうした指導力の陰りは武見の健康問題に
原因をみることもできる₈₆。しかしながら、
より根本的には、₁₉₇₀年代に医療の量的拡大
という政策課題がほぼ達成された一方で、高
齢化の進行、疾病構造の変化、経済の低成長、
財政危機などにより、医療費抑制へと政策の
優先課題が移行したということがあった₈₇。
　また、₁₉₇₀年代末から₁₉₈₀年代前半にかけ
て、徳洲会病院などをはじめとした、経営的
に行き詰った中小病院を買収し経営を拡大す
る「病院チェーン」が勢いを増していたこと
や₁₉₇₀年代後半の医学部の新設ラッシュによ
り勤務医の割合が増加する中で、医師会の組
織率が低下するなど、開業医の地盤沈下が起
こり始めていた時期でもあった₈₈。

₈₀　『週刊社会保障』₁₁₂₁号（₁₉₈₁年 ₄ 月₂₀日）₈頁。
₈₁　有岡（₁₉₉₇）₄₀₃頁。吉原・和田（₂₀₀₈）₃₈₂頁。
₈₂　『社会保険旬報』₁₃₉₀号（₁₉₈₂年 ₄ 月 ₁ 日）₂₁頁。
₈₃　『社会保険旬報』₁₃₉₇号（₁₉₈₂年 ₆ 月₁₁日）₂₅-₂₆頁。
₈₄　高橋（₁₉₈₆）₂₄₉頁。
₈₅　西岡（₂₀₀₂）。
₈₆　水野（₂₀₀₃）₁₃₉-₁₄₂頁。
₈₇　池上・キャンベル（₁₉₉₆）₃₄-₃₈頁。
₈₈　高橋（₁₉₈₆）。二木立（₁₉₉₀）₅₅-₆₉頁。池上・キャンベル（₁₉₉₆）₅₇-₆₂頁。加えて、地区医師会が、
病院チェーンなどに対し、独自の開業制限を敷いていた地域もあった。特に徳洲会病院が神奈川県茅
ケ崎市へ進出しようとした際に、その開業制限が問題化し、国会でも取り上げられた。こうした中で、
公正取引委員会も動き、和歌山市、豊橋市、千葉市の各医師会に対し、独占禁止法違反の判断を行い、
排除勧告に至った（西岡 ₂₀₀₂：₂₀₄）。
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　このように周囲の政治状況が変化する中
で、徐々に法案の国会提出へ向けた動きが進
みだしていく。
　まず、社会党が₁₉₈₂年 ₈ 月に医療法の改正
案を国会に提出した₈₉。これは、社会党が老
人保健法の審議に揺さぶりをかけるためにお
こなったものであったが、これに対し、₈月
₆日の衆議院社会労働委員会において、森下
元晴厚相が次期国会に医療法改正案を提出し
たいとする答弁を行った₉₀。
　さらに、₁₉₈₃年 ₃ 月に入り、厚生省が、地
域医療計画や病床規制、医師優遇税制などに
対する譲歩として、一人医療法人制度の創設
を医師会や歯科医師会に示し始めたことが、
医療法改正案の国会提出へ向けた動きを本格
化させた₉₁。これは、従来 ₃人以上の常勤医
師がいないと税制上有利になる医療法人格を
取得できなかった状況を改め、₁人でも法人
格を得ることができるようにするというもの
である。こうした政治的妥協を経て、結果的
に、医師会は医療法改正案の国会提出にうな
ずいた。こうして、₁₉₈₃年 ₃ 月₂₅日、厚生省
は閣議での了承を得て、医療法改正案を国会
に提出した。

7. 3 国会提出から法案の成立へ
　医療法の改正案は国会に提出されたもの
の、可決へ向けた流れはまたも停滞した。
₁₉₈₃年 ₅ 月₁₂日には衆院労働委員会で提案理

由説明が行われたが、国会会期が₂₆日までし
かなかったことから継続審議となった。さら
にその秋の臨時国会においては、₁₀月に田中
元首相にロッキード事件での有罪判決が出た
ことを受け、国会審議が空転し、中曽根首相
が衆院を解散したため、同法案は廃案となった₉₂。
　翌₁₉₈₄年 ₃ 月₂₇日、医療法の改正案は閣議
決定され、₄月 ₄日には再び国会に提出され
た。しかしながら、この時期も可決へ向けた
動きは滞ったままであった。
　それは、まず、受診における被用者本人の
₁割負担の実施を柱とする健康保険法の改正
が₁₉₈₄年 ₂ 月に国会に上程されており、その
審議が優先されていたことがある。また、
₁₉₈₄年 ₄ 月 ₁ 日に医師会会長選挙が実施さ
れ、厚生省との「対話と協調」をうたってい
た花岡を破り、羽田春兔が会長に就任し、医
師会は厚生省との対決姿勢を再び強める兆し
をみせはじめていた。これは、花岡執行部が
厚生省による医療費抑制政策の断行を抑えき
れなかったために、花岡に対する会員の反発
が強まっていたことが大きな要因としてあ
る ₉₃。そうした中で、羽田と花岡を含め ₄人
の候補者が激戦を行い、僅少の差で羽田が当
選したのである。こうした状況の下で医療法
改正案は、再び継続審議となってしまった。
　さらに、翌₁₉₈₅年 ₁ 月から開かれた第₁₀₂
回通常国会においても、年金給付の削減を目
的とした国民年金法改正に関する審議のあお

₈₉　『社会保険旬報』₁₄₀₄号（₁₉₈₂年 ₈ 月₂₁日）₂₆-₂₇頁。
₉₀　『第九十六回国会衆議院社会労働委員会議録第十二号』（₁₉₈₂年 ₈ 月 ₉ 日）₉頁。
₉₁　日本医師会創立₅₀周年記念事業推進委員会記念誌編纂部会編（₁₉₉₇）。幸田ほか（₂₀₁₄）₁₀₃-₁₀₄頁。
₉₂　有岡（₁₉₉₇）₄₀₄頁。
₉₃　高橋（₁₉₈₆）₂₅₂頁。
₉₄　他方で、第一次医療法の改正を促すような政策環境の変化も起こっていたことを付け加えておきた
い。それは、臨調の要請を通じた、厚生省における衛生部局の再編である。₁₉₈₄年 ₇ 月に厚生省は、医
務局、公衆衛生局、環境衛生局の ₃局を健康政策局、保健医療局、生活衛生局へと再編した。具体的
には、医務局から国立病院などの現業部門を切り離し、それを保健医療局に移管する一方で、公衆衛
生局所管の保健所関連業務を健康政策局に移管し、政策立案と実施部門の区分が強められた（厚生省
五十年史 ₁₉₈₈：₁₅₆₃-₁₅₆₅；大杉 ₁₉₉₃：₆₁；西岡 ₂₀₀₃：₁₅₅）。この動きの背景には、包括医療の必要
性が高まる中で保健・医療行政の変化が要請されていたこと、臨調路線下において、厚生省が「現業
官庁」から「政策官庁」へと発展することが要請されていたことがあったとされる（大杉 ₁₉₉₃；幸田
ほか ₂₀₁₄：₁₁₄）。
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りを受け、継続審議となった₉₄。
　そうして、最終的に医療法改正案が成立し
たのは、₁₉₈₅年秋の通常国会においてであっ
た。流れとしては、以下の通りである。₁₁月
₂₈日に社労委において一部修正のうえ、共産
党を除き、自民、社会、公明、民社、社民連
の賛成多数で可決された。そこでは、₁₂の修
正項目と ₇項目の附帯決議が付された。そし
て₁₂月 ₃ 日の衆院本会議で可決、₂₀日の参院
本会議で可決、成立した。法案に対する修正
は、①一人医療法人制の導入、②医療法人に
対する監督強化項目に関する修正、③チェー
ン病院やアメリカの病院経営株式会社など外
資の参入問題が起こっていたことから、₁つ
の医療法人が複数の都道府県で医療施設を開
設する場合に、知事ではなく厚生大臣による
許可制とするという参入規制の強化が主立っ
た内容であった₉₅。

8 ．分析

8. 1 政策アイディアの形成局面
　ここでは、先に示した分析枠組みを基に、
医療基本法案の廃案から第 ₁次医療法改正ま
での政策過程を分析していきたい。
　そもそも、厚生省が地域における医療計画
を実施することを構想し、さらにはそれが法
制化されていった背景には、高度成長の終
焉、高齢化の進行、疾病構造の変化、福祉見
直しを訴える行政改革路線の確定といった社
会経済環境の変化や政治状況の変化があっ
た。そして、厚生省は、高齢化や疾病構造の
変化のもとで、医療の中心的関心が疾病の治

療に集中していることや医療供給体制が民間
病院を中心に担われてきたことで起きる地域
偏在、医療機関の機能分化や連携の不足と
いった問題が生じていることを認識した。
　このような状況下で、学習の中心的主体で
ある厚生省₉₆は、包括医療といった概念や医
療供給体制の問題点を学習し、その対応策と
して、保健や医療サービスが供給される圏域
を設定したうえで、予防やリハビリといった
保健サービスと医療施設を計画的、体系的に
整備するという方向性で政策アイディアを形
成していった。特に保健サービスに関して
は、₁₉₇₀年₁₁月に設置された保健所問題懇談
会にみられるように、公衆衛生局が他局に先
行して、そうした構想を検討し始めていた。
　このような形で政策アイディアが構想され
始めている状況の中で、₁₉₇₁年 ₇ 月の保険医
総辞退という政治的事件が発生した。そし
て、保険医総辞退をきっかけとして、厚生省
は、都道府県が策定する地域保健医療計画を
試行へと繋げていった。
　保険医総辞退が起こった直接の原因は中医
協における公益委員と医師会の対立にあり、
また、厚生省や政府の働きかけのもとにその
事態が収拾される中で、医師会は政府から有
利な合意を引き出すことに基本的には成功し
た。ただし、その合意項目の中に、「医療基
本法案のような法律を制定する」という文言
が設けられており、それを機会に、厚生省医
務局は、都道府県が策定する医療計画を ₁つ
の看板とする医療基本法案を、医師会などに
よる修正を受けながらも国会に上程していった。
　結果的に、医療基本法案は廃案となるが、

₉₅　西岡（₂₀₀₂）。中島（₂₀₀₁）。その他、地域医療計画において、都道府県は、僻地医療、救急医療の確
保を行うこととされた。また、₁₉₈₅年の法改正から地域医療計画の実施まで ₅年間の猶予期間が設け
られ、その間に医療機関がいわゆる「駆け込み増床」を行ったため、厚生省は批判を受けた。病院の
一般病床数は、₁₉₈₅年には₁₀₈万床であったのが、₁₉₉₂年には₁₂₆.₅万床となり、その増加の大半の₁₅.₄
万床は民間病院によるものであった（長谷川 ₁₉₉₈）。

₉₆　ここまでの流れをみると、厚生省医務局と医師会が価値基準をも共有した認識コミュニティを形成し
ていたとは言い難いだろう。また、医師会とは異なる専門家として、医療政策学、医療経済学の専門
家も存在するが、彼らは、数の上でも少なく分立もしており、政策形成において、大きな影響力を有
してこなかった（池上・キャンベル ₁₉₉₆：₁₇-₁₈）。 
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その流れの中で、₁₉₇₄年には、医務局は、公
衆衛生局と共同し、₅つの県をモデル県とし
て地域における医療圏設定の方法をモデル
化、それを基にした地域保健医療計画の実施
を各都道府県に要請していった。そして、第
₁次医療法の改正案が成立する₁₉₈₅年まで
に、₁₁の都道府県がそれを実施する状況に
入っていった。
　そして、₁₉₈₀年 ₉ 月に富士見産婦人科病院
事件が発覚したことをきっかけに、当時、不
正請求が広く行われていると認識されていた
医療機関に対する監督強化の要請が強まり、
医務局は、医療法の改正へと動いていった。
そして、そうした要請を機会に、医務局は、
医療機関への監督強化に止まらず、都道府県
による地域医療計画の法定化も組み込んだ形
で法案を審議会に諮問していった。さらに、
その都道府県地域医療計画の中では、医療圏
における基準病床数を設け、それを通じた病
床規制を可能にする方途を開くなど、厚生省
医務局は、政治的事件を機会と捉え、政策ア
イディアを発展させていき、最終的には、第
₁次医療法改正へと繋げていったのである。

8. 2 政策アイディアの反映局面
　ただし、上記のように政策アイディアが形
成されていく一方で、それが政策へと反映さ
れる際には、医療政策の政策過程を特徴づけ
る制度的要因に大きく規定されていた。
　まず、この政策案は、自由開業医制という
政策遺制に大きく拘束されたものである。す
なわち、地域医療計画は、自由開業医制に制
限を加えるものではあっても、それを根本的
に変更するものではなかった。例えば、社会
党のような日本の医療供給体制を担う主体を
公的な医療機関に転換していくような政策案

を、厚生省が提案したわけではなかったので
ある。これは、上記にみられるように医師会
という政治的に大きな影響力を持つ組織が基
本的に反対の立場から影響力を行使したこと
や自由開業医制を抜本的に変更することには
大きなコストが伴うことが要因としてあげら
れる。
　次に、この政策決定過程は、政策決定の場
の性質に大きく規定された。まず、自民党社
会部会という場の存在である。医療基本法案
の廃案過程や第 ₁次医療法改正の政策過程を
みると、医師会の働きかけなどを受けて、医
師会の支援者である自民党が、社会部会とい
う法案の事前協議の場において、それを医師
会よりの方向へ修正したり、国会への法案提
出を店ざらしにしたりするなど、一連の政策
過程の動きを抑制する機能を果たした。さら
に、この一連の政策過程は、日本の国会の制
度的特徴である会期制にもかなりの程度影響
を受けていた。医療基本法案の廃案が審議未
了で廃案となったことや第 ₁次医療法改正案
が審議未了による廃案や幾度もの継続審議を
経験したのは、会期制の存在による。そうし
た点からみれば、この一連の政策過程は会期
制という立法過程における制度によって抑制
されたということができるだろう₉₇。
　最後に、拒否点構造の観点から、社会党、
医師会、厚生省の動きを考察していきたい。
　まず、社会党をはじめとする野党も国会に
おける立法過程の中で拒否点を有し、この一
連の政策過程においても、一定の影響力を行
使してきた。その中で、₁₉₈₀年代に入り、医
療供給体制に関わる法案に対する社会党の態
度が軟化したために、第 ₁次医療法改正が可
能になったという指摘がある₉₈。医療供給体
制に対する₁₉₇₀年代までの社会党の政策案

₉₇　こうした立法過程における制度の存在が、野党のヴィスコシティの源泉となっているのか、あくまで
も、与党が議事運営の主導権を握っているうえで許されていることなのかということについては、議
論が分かれている（岩井 ₁₉₈₈；増山 ₂₀₀₃）

₉₈　西岡（₂₀₀₃）₁₅₄-₁₅₅頁。
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は、医療の社会化を目標に、自由開業医制の
否定や公的医療機関を中心とした医療供給体
制の整備を目指すものであった。しかし、
₁₉₈₂年に国会に提出した医療法改正案では、
そうした色合いはかなり薄くなっていた。こ
れには、₁₉₇₀年代後半以降、総評の対抗勢力
である民間労組が労働戦線統一の動きを強め
る中で、それに対し、社会党の支持母体であ
る総評がその動きをコントロールするため
に、自らも右傾化することを選択し、それに
社会党が多大な影響を受けた₉₉という状況変
化が絡んでいると考えられる。
　次に、医師会における結束の弱まりがあ
る。彼らは、①中医協、②医系議員や自民党
族議員を媒介とした自民党社会部会、自民党
首脳との折衝といった形で拒否点を有し、政
治的影響力を強く行使してきた。ただし、
₁₉₈₀年代以降、医師会は、反武見派の花岡の
会長当選に象徴されるように、結束を弱めて
いった。これは、根本的には医療の量的拡大
から医療費抑制へ政策課題が移っていたこ
と、それに加え、病院チェーンの台頭や勤務
医の増加により、開業医の地盤沈下が起こり
始めていたことに原因がある。第 ₁次医療法
改正が可能になったのは、医師会のこうした
変化にもよっていたのである。
　一方で、セクショナリズムという形で拒否
点を有する厚生省内の局間の政治的距離は縮
まっていたといえよう。そもそも、この政策
は、例えば、第 ₁次医療法改正後に行われた
社会保険関係者の講習会において、当時の健
康政策局長竹中浩治が、「これからは保険局
に代わりまして、健康政策局が医療行政のな
かで主導権を握っていきたいと考えておりま
す」と発言しているように、省内での序列が
低い医務局（健康政策局）₁₀₀が、その権限を

広げることを狙ったものでもあった₁₀₁。こう
した医務局の狙いにもかかわらず、疾病構造
の変化により、その役割が減じていた公衆衛
生局は、その復調のために地域保健医療計画
の策定・実施にあたって医務局と共同した。
さらに、保険局は、保険財政が行き詰まりを
みせる中で、医療費抑制という観点から地域
医療計画を肯定的に捉えるようになってい
た ₁₀₂。すなわち、厚生省内部における拒否権
プレイヤー間の政治的距離は縮まっており、
それは、政策アイディアが発展していくこと
を促進したといえよう。
　さらに、拒否権プレイヤー間の距離という
点から、厚生省と医師会の関係を捉えると、
厚生省は、第 ₁次医療法改正案が成立に向け
修正される中で、一人医療法人制の導入や当
時開業医にとって脅威となっていたチェーン
病院に対する参入規制を盛り込むといった法
案の修正を通じて、臨調路線下で、情勢的に
守勢に立つ医師会との距離をさらに縮め、第
₁次医療法改正を進めていったということも
できる。これも第 ₁次医療法改正を可能にし
た要因の ₁つであるといえるだろう。

9 ．おわりに

　ここまでみてきたように、本稿では、第 ₁
次医療法改正の政策過程を政策学習論の観点
から分析してきた。本稿の政治過程論や医療
政策の政治学的分析に対する貢献としては、
次の ₂点をあげることができる。
　 ₁つめは、政治過程論上、そもそも十分な
研究蓄積がなされておらず、さらに、数少な
い先行研究の分析も課題を抱えている、第 ₁
次医療法の政策決定過程全体のメカニズムを
政策学習論という従来とは異なる観点から明

₉₉　森（₂₀₀₁）₉₀-₉₁頁。
₁₀₀　藤田（₂₀₀₈）。
₁₀₁　『日本医師会雑誌』₉₅巻 ₄ 号（₁₉₈₆年 ₂ 月₂₅日）₆₅₇-₆₆₆頁。
₁₀₂　幸田ほか（₂₀₁₄）₁₀₁-₁₁₀頁。
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らかにしたことである。
　 ₂つめは、以下である。政策学習論におい
ては、政策アイディアが形成されていく局面
に関心が集中していたため、形成されたアイ
ディアが政策へ反映される局面についての考
察が不足し、政策変容全体のメカニズムを捉
えきることができていなかった。しかし、本
稿では、その局面を制度が制約するという社
会的学習論の知見のもと、その制度的要因を
政策遺制、政策決定の場、拒否点構造という
₃点に集約し、分析を行うことで、政策変容
全体のメカニズムをより精緻に明らかにし
た。
　以上のように、本稿は、政治過程論、それ
における医療政策研究に一定の貢献を成した
ものの、次のような課題も残している。 ₁つ
めは、本稿は、₁₉₇₀年代から₁₉₈₀年代中ごろ
にかけての医療供給政策の変容プロセスにつ
いて明らかにしたが、それ以降の医療供給制
度改革の動態について触れられていないとい
うことである。₁₉₈₀年代以降の医療供給制度
改革の展開については、厚生省（厚労省）が、
社会的入院解消に向け、「医療機能の分化・
連携の推進」という政策アイディアのもと、
相当程度一貫した改革が実施されてきた₁₀₃。
その中では、医療法の改正も医療機関や病床
の機能分化を実施していくための重要な手段
の ₁つとして捉えられており、第二次以降の
医療法改正は、第 ₁次医療法改正とは異なる
視点から実施されるようになったともいえ
る。このような点からみれば、こうした変化
はなぜ生じたのか、また一方で、第 ₁次医療
法改正が成立したことが、後の医療供給制度
改革にどのような影響を及ぼしたのかを、今
後明らかにしていく必要があるといえるだろ
う。
　 ₂つめとしては、同時代的に進行していた

医療保険制度改革との関連性について触れて
いない点である。管見の限り、狭義の政策決
定過程において、医療保険制度改革の動向
に、第 ₁次医療法改正の政策過程が大きく左
右されたというわけではないようである。し
かしながら、医療保険財政の逼迫によって、
医療費抑制が政府の至上命題として浮上する
中で、第 ₁次医療法改正は、それにおける地
域医療計画が医療費抑制政策として認識され
たために可能となった側面もあり、一連の医
療保障制度改革全体を俯瞰した形で、その関
連性を明らかにする必要性は高いといえるだ
ろう₁₀₄。
　最後に、政策学習論の精緻化には更なる研
究の蓄積が必要だということである。本稿で
は、様々な形で提出されてきた政策学習の概
念を、それぞれが補完関係にあるという前提
のもと、さらに政策アイディアの形成局面と
反映局面に分解し、事例の分析を進めた。し
かしながら、このような形で整理した政策学
習論の枠組みが、他の事例にどの程度適用で
きるかは未知数であり、今後のさらなる研究
蓄積が必要である。
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